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事務所通信の目的 
経営者にプラス思考を！ 
経営者に得意先分析力を！ 
経営者に正しい納税を！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLPと LLCの違いは何？ 
今回は、最近お客様によく聞かれる LLP(有限責任事業組合)と LLC(合同会社)の違いについ
て、簡単にまとめてみたいと思います。 
大きな違いは、『「会社」なのか「組合」なのか』、と、『かかる税金』です。 

 LLC(合同会社) LLP(有限責任事業組合) 

共通点 構成員の全員が有限責任 
内部運営は組合 

大きな違い 法人格を持つ「会社」 法人格を持たない民法組合 

根拠法 会社法 有限責任事業組合に関する法律 

施行 平成 18年 5月 平成 17年 8月 1日 

法人格 有り なし 

事業目的の制限 なし 有り 

課税の方法 

法人税課税(が適用される見込み) 
LLCの赤字黒字は影響なしだが、
利益配当と持分の評価損益につ

いては、課税 

パススルー課税(構成員課税) 
出資者は、損益分配割合に応じ

て、組合事業にかかる損益を課税

されます。 

構成員の人数 特に規定なし 最低 2人以上 

構成員 業務執行を全く行わない社員の

参加を容認 
業務執行を全く行わない組合員

の参加を認めない 

構成員の責任 出資の価額を限度とする有限責任 

詳しくは、山田事務所にお尋ね下さい。 
(参考)中小企業庁HP 
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou54.htm 
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou55.htm 
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/manyual_sogyo/sougyou42.htm 
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３月の税務 
・ １７年分の所得税確定申告・消費税申告 
・ １６年分の所得税更正の請求 
・ 贈与税の申告・住民税の申告 
・ １月決算法人の確定申告 
・ ７月決算法人の中間申告（半期分・第二四半期分）

・ ４月１０月決算法人の消費税中間申告 

４月の税務 
・ 固定資産税第１期分の納付 
・ ２月決算法人の確定申告 
・ ８月決算法人の中間申告（半期分・第二四半期分）

・ ５月１１月決算法人の消費税中間申告 
・ 軽自動車税の納付 
・ 給与支払報告に係る給与所得者異動届出 

今月のポイント   平成１８年３月１日から、政府管掌健康保険の介護保険料率が、 
現行の 12．5／1000 から 12．3／1000 に引き下げられます。 
給与計算の際にご注意下さい。 

 

上場株の 1,000万円非課税を受けるには？ 
 
今年の確定申告から、株式の売買について『1,000 万円までの取得に係る上場株式等の非課税
の特例』がはじまっています。 
 
この特例がどのようなものかというと、 

①平成 13年 11月 30日から、平成 14年 12月 31日までに上場株式等を取得し、
購入価額が 1,000万円までのものについて 
②平成 17 年 1 月 1 日から平成 19 年 12 月 31 日までに、証券会社を通じて売却  
した場合には、 
③その譲渡益については、非課税とする 

という法律です。 
 
この場合ちょっと問題になるのが、『特定口座で源泉徴収ありの場合は、この特例の適用ができ

ない』ということです。 
A特定口座で源泉徴収ありの場合          →非課税の適用なし 
B一般口座に移動して売却、又は、年初の売却までに 
特定口座で源泉徴収なし口座に移動して場合    →非課税の適用可能 

 
平成 13年 11月 30日から、平成 14年 12月 31日までに上場株式を購入している場合には、株
価の変動も考慮して、選択をしなければならないようです。 
 
詳しくは、山田事務所又は、証券会社の営業担当者にお尋ね下さい。 
参照HP 
日興コーディアル証券 http://www.nikko.co.jp/service/tax_sys/stock/sto_04.html 
大和証券 http://www.daiwa.co.jp/ja/service/advance/tokutei/tokurei.html 

税務調査があった場合は､すぐに山田まで連絡ください（03-3823-5539又は 070-5597-9342） 


